
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

留萌地区農協青年部協議会 

留萌地区ポリシーブック 
 

 
～若手農業者における政策提言～ 

 

 



Ⅰ．地域農業確立対策 

（１）新規就農者・後継者対策について 

    農業者の高齢化に伴い、地域では労働力不足の問題が深刻化している。地域

の農業基盤を維持するためには、新規就農者の確保は必要不可欠である。その

ため、新規就農者が参加しやすい環境作り（システム作り）を 、行政やＪＡ、

生産者が一体となり、地域全体で考えていかなければならない。 

    また、担い手が希望を持って営農をしていくためには、後継者に対する資金

援助等の対策も必要である。さらに、労働力不足に関する支援の対策として、

従業員を雇う際の手当て等の充実や、パートナー対策における効果的な宣伝Ｐ

Ｒ等も検討する必要がある。 

    

（２）農地流動化について 

    農地が離れているうえ、不良農地も多く、農作業の効率が悪い。市町村、Ｊ

Ａ等が中長期計画に基づき、農地を効率よく集約すべきである。 

 

（３）シカやアライグマの鳥獣被害対策について 

    近年、シカやアライグマなどの頭数が急激に増加しており、農作物や飼料作

物への被害が増え続けている。鳥獣の駆除対策については行政等と十分連携し

対策を講じるとともに、駆除規制の緩和等も含め検討すべきである。 

 

Ⅱ．経営安定対策 

（１）地域のブランド化推進について 

地域の農業を振興するためには、積極的に地産地消に取組む必要があり、市

町村全体、管内全体で農産物品質の統一など、地域ブランドの確立が必要 であ

る。また、ＴＰＰに対抗するためにも、地元の子供たちを地元に残すためにも、

地域ブランドのファン作りが必要である。 

     

（２）特色ある農産物価格について 

    Yes!Clean 登録農産物や、特別栽培米などの特色ある農産物については、栽

培管理が厳重な為、農作業に手間がかかる。適正な価格となっているのか検証

をし、販売先に理解を求めながら、価格向上に努める必要がある。 



（３）乳価に関して 

    飼料価格の高止まりや、近年の生産資材価格の高騰、電気料金の値上げによ

り経営が成り立たなくなってきている。生産者が安心して未来の描ける、また、

再生産が可能となる乳価の設定・維持をするべきである。 

 

 

Ⅲ．現行の制度に関して 

（１）ＴＰＰに関して 

政府は、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を策定し、一定の対策を講じると

ともに、発効した場合の影響を試算しているが、農業分野はもとより食の安

全・安心やＩＳＤＳ、医療制度等、国民のＴＰＰに関する懸念事項も含め、協

定内容に関しては慎重な分析が必要である。 

政府・国会議員に対しては、ＴＰＰ合意内容の全容と影響、さらには国会決

議との整合性についての説明責任を果たすとともに、生産者の不安を払拭し、

持続可能な北海道農業を確立するよう強く求める必要がある。 

  

（２）経営所得安定対策について 

   生産者が明るい将来像が見えるような政策にするべき。また、施策が短い周

期で変化すると、若い世代が思い切った規模拡大や投資が出来なくなってしま

う為、法制化する等をして 中長期的に安定した施策とするべき。 

     

（３）施設や生産者組織への助成について 

    食料自給率向上の為には、農作物を増産すれば良いだけではない。乾燥や調

整等をし、売れる農作物としなければならない。しかし、こういった施設への 

助成は激減している。施設に対する予算も十分確保すべき。 

     また、地域の労働力不足に貢献している委託組織（ＴＭＲセンター、育成セ

ンター）への助成も激減している。このままでは、地域の農業も崩壊しかねな

い。生産者委託組織等への助成予算も十分確保すべき。 

 

 

 



（４）農業者目線の政策 

    ＴＰＰの問題もだが、農業者の声が国に届いているのか疑問を感じる。国は

食料の大切さを再認識し、農業者の視線に立った政策を示すべき。   

 

Ⅳ．青年部組織強化 

留萌の地域農業を支えていくのは、我々若手生産者であり青年部組織につい

ては、学習の場、仲間作りとして重要な組織である。 

しかし、盟友数の減少や経営移譲による青年部活動への参加率の低下等、組

織力が衰退する懸念がある。 

青年部盟友一人一人が、青年部組織の重要性を再確認し、また地域関係団体

と協力・交流を図り、更なる組織力強化を図っていく必要がある。 

 

Ⅴ．その他 

（１）近年の異常気象への対応    

    近年、長雨や高温、冷夏等の異常気象により、いもち病の大量発生や麦・牧

草等の収量品質低下など農作物に与える影響は計り知れない。地球温暖化も進

行し、北海道全体の気温も上昇している。これからは、温暖化等も見据え、長

期的な対策や新品種開発等も視野に入れ検討していかなければならない。 

 

（２）行政との連携 

    留萌は農業、水産業を中心とした１次産業主体の地域である。農業の衰退は、

地域の衰退、さらに進行すると地域の崩壊となりかねない。留萌の農業基盤を

維持発展させていくためには、生産者、行政、ＪＡ、関係団体がしっかり連携

し、同じ方向を向きながら対策を講じる必要がある。 

     

 


